自立支援型地域ケア会議概要
令和８年４月改定
１　目的
　　地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所が支援している事業対象者、要支援及び要介護者の事例に対し、多職種の専門的見地からの助言を得ることで、自立に向けたケアマネジメントにおける資質向上を図り、当市における自立支援の方法論を構築する。また、個別ケースの課題を蓄積することで地域における課題を明らかにする。

２　参集範囲
（１）事例提供者
　・地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、通所型及び訪問型サービス事業所の他、自立に資
する介護サービス事業所
（２）助言者
　[統括的助言者]
北海道訪問リハビリテーション連絡会　会長　（理学療法士）岡田　しげひこ氏
　[助言者]
　・リハビリテーション職（江別リハビリ専門職団体ＥＰＯＳ所属）
　・介護保険課歯科衛生士（会計年度任用職員）
・管理栄養士（介護保険課職員、栄養士による職能団体所属他）
　・薬剤師（札幌薬剤師会江別支部所属）
　・第２層生活支援コーディネーター（事例提供包括のコーディネーター）
（３）保険者
　・司会及び事務局　地域支援事業担当、企画・指導担当
　
３　実施手順
（１）開催案内
　　市より関係者に開催案内通知を行う。
（２）事例選定
・事例提供者が検討を希望するケースを選定する。
・要介護２以下で、かつ、がんや進行性難病、認知症高齢者日常生活自立度Ⅲ以上の者を除く。
※可能な範囲で事業所の所在地を所管する包括圏域内の事例を選定する。
（３）事例資料の準備
　・居宅介護支援事業所等の担当事例については、圏域の地域包括支援センターと相談しながら事例
資料を作成し、書面にて市へ提出する。ただし、事例概要については、データも提出する。なお、
事例管理のため、事例の被保険者番号及び氏名を報告する。
・地域包括支援センターの担当事例においても、書面にて市へ提出する。ただし、事例概要については、データも提出する。
・介護保険サービス（通所及び訪問介護等）の利用がある場合には、事例提供者が利用サービス事業所の担当者と連絡を取りあい、地域ケア会議への出席について依頼をし、内諾を得られた場合に市へ報告の上、会議に同席をいただく。後日、市から依頼文及び資料を送付する（初めて参加する事業所には説明に伺う）。


＜新規事例＞　
・ＩＣＦ（事例概要）　・事例概要②
・お薬手帳のコピーもしくは、処方薬剤一覧（様式任意だが、薬効が分かるもの）
　・基本チェックリスト（システムより出力）※事業対象者、要支援者のみ
　・ケアプラン（システムより出力）※要介護者について１表～３表
　・事業所利用計画書（介護保険サービスの利用がある場合）
※提出資料は個人が特定できる情報（氏名（アルファベット一文字で記載：Ａ様）、生年月日、被保険者番号、電話、住所（枝番））は黒塗り等にして特定できないようにし、キーパーソンの年齢は(○歳)と記載する。資料はＡ４片面印刷にて提出する。
＜フォローアップ事例＞
　・ケース検討結果票　　・ＩＣＦ（事例検討時に作成したものを市が用意）
　※その他、事例提供者側で必要と思われる資料があれば事前に市と相談する
　※地域包括支援センター以外の居宅介護支援事業所においては、フォローアップ事例の会議への
事例提出は希望制とし、検討希望月の前月１０日までに市に相談する。
（４）資料配布
　　　検討事例の資料一式を市より助言者へ事前に送付する。見学者の資料は当日配布とする。事
[bookmark: _GoBack]　　例資料は、会議終了後すべて回収するとともに、参加者全員より個人情報保護の誓約書を回
　　収する。
（５）会議の開催

４　検討方法
＜新規事例＞
１事例当たり概ね４０分、１回あたり２事例程度の検討を行う。
（１）ケアマネより事例概要説明（４分）
（２）サービス事業所よりプラン説明及び状況説明（３分）
（３）第２層生活支援コーディネーターによる地区の概要説明及び地域資源の紹介（２分）
（４）自立と課題、検討したいこと（２分）
（５）助言者（専門職）からの確認したいこと（１０分）
（６）助言者（専門職）からのアドバイス（１２分）
（７）統括的助言者のまとめ（５分）
（８）事例提供者から助言者へ確認・感想（２分）
＜フォローアップ事例＞
　１事例あたり１５～２０分、１回あたり１～２事例程度の検討を行う。
（１）ケアマネよりモニタリングの報告（４分）
（２）ケアマネより残された課題の困りごと確認したいこと（１分）
（３）助言者（専門職）との意見交換（７分）
（４）統括的助言者のまとめ（３分）
（５）ケアマネからの助言者への感想（２分）

５　事例を通した地域の課題についての意見交換
・事例を通して考えられる地域の状況や課題について（１０分）
※キーワードや課題となりうることについて参加者で意見交換し、共有する。
※フォローアップが２事例ある時には、意見交換の時間は省略する。

６　日程及び会場
　　別添のとおり
年１１回：日中開催　多職種による検討
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